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第１ はじめに 

１ 原発事故の被害予測(甲２６３，甲２７) 

原発事故の被害予測について，以下の内容が報告されていることは，訴状・

２１～２３頁及び原告準備書面(３)・２頁において述べたとおりである。と

ころが，このような被害を予測し，事故に備えた原子力損害賠償法を制定し

ながら，国や電力事業者は，根拠のない安全神話を流し，国民を騙し続けて

きた結果，残念なことに，福島第一原発の事故によって，甚大な被害が現実

のものとなってしまった。 

（１）ブルックヘブン研究所の試算 

１９５７年に発表されたアメリカのブルックヘブン研究所の原発事故災

害の試算結果によると，最悪の場合には，急性死者３４００人，急性障

害者４万３０００人，要観察者３８０万人，永久立退き面積２０００平

方キロ，農業制限等面積３９万平方キロといったものであった。被害の

大きさに驚いたアメリカ議会は，電気事業者のリスクを軽減し，原子力

発電を推進する為，事業者の賠償責任を一定額で打ち切るプライス・ア

ンダーソン法を制定した。 

（２）日本原子力産業会議の試算 

東海原発(１６.６万キロワット。１９９８年３月運転終了)を導入してい

た我が国も，アメリカのプライス・アンダーソン法に倣って原子力損害

賠償法を制定することになったが，その為に，当時の科学技術庁の委託

を受け，日本原子力産業会議が，１９６０年に｢大型原子炉の事故の理論

的可能性及び公衆損害に関する試算｣と題する２４４ページの報告書を

作成した。しかしその試算結果による被害は，余りにも甚大であった為，

原子力損害賠償法の審議を行っていた国会に一部が報告されただけで，

全体はマル秘扱いにされてしまった。その後明らかになった上記｢試算｣

によると，死亡・障害者数が最も多いケースでは，急性死亡７２０人，

急性障害５０００人となっており，被害額が最も多いケースでは，３兆



4 

 

７３００億円となっている。１９６０年の日本の国家予算１兆７０００

億円の２倍以上の被害額である。しかもこれは，１６．６万キロワット

という現在ではかなり小型の原発を想定しての事故被害の予測であり，

また，死亡した場合の賠償額を８３万円とした被害額の予測であって，

現時点で原発事故が発生した場合には，この程度の被害では済まないこ

とは容易に理解されるところである。 

２ 原発の過酷事故に伴う被害額の試算 

福島原発事故の廃炉，賠償，除染等の費用を政府は２１．５兆円と想定して  

いたが，２０２１年３月時点で既に１３．３兆円に上っており，想定額を上

回る可能性が濃厚とされている(甲７６５)。 

関西学院大学の朴勝俊教授は，「原子力発電所の過酷事故に伴う被害額の試

算」(甲７６４)を発表しているが，それによると，「被害総額は風向きによっ

て異なるが，平均して約６２兆円，最悪の場合に約２７９兆円に達する」と

されている。我が国の予算額が１００兆円程度なので，如何に膨大な被害額

であり，我が国を破滅させるに足るものであるかが明らかである。 

３ 原発が武力攻撃された時の被害予測(甲２５７，甲２５８) 

（１）イスラエルのイラク攻撃 

１９８１年６月，イスラエル空軍がイラクの研究用原子炉施設を爆撃し

た。 

（２）外務省の研究 

これを受けて，我が国の外務省国際連合局軍縮課が，外郭団体である日

本国際問題研究所に研究を委託し，１９８４年２月，「原子炉施設に対す

る攻撃の影響に関する一考察」(甲２５７)が纏められたが，原発反対運

動が広がることを懸念し，「取扱注意」として秘密にされた。これによる

と，武力攻撃によって原子炉格納容器が破壊され，大量の放射性物質が

漏れだした場合，最悪のシナリオでは，急性被ばくで１万８０００人が

死亡し，原発の約８６㎞圏が居住不能になると予測されている。 

４ その後の原発に対する武力攻撃 

２００７年９月には，イスラエル空軍が，シリアの原子炉を空爆し，破壊し

たが，これは「完成間近」の原子炉であった(甲７６６)。 

５ 本準備書面の内容 
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このように，武力攻撃による危険が指摘されてきた原発であるが，２０２２

年２月２４日からのロシアのウクライナ侵略の過程で，その危険が現実のも

のとなり，しかもその危険除去の方策さえないことが明白となったことから，

本準備書面において，武力攻撃の対象となる原発の危険性と反公益性を明ら

かにするものである。 

第２ ウクライナの原発に対するロシアの攻撃(甲７６７) 

１ チェルノブイリ原発 

２０２２年２月２４日，ロシア軍は，チェルノブイリ原発を制圧し，１か月

以上にわたり同原発を占拠した。一時は外部電源が断たれ，核物質監視シス

テムのデータ送信が止まったほか，管理に当たる技術者が軟禁状態で勤務を

強いられるなど緊迫した状況が続いた。１９８６年４月２６日，同原発４号

機が最悪の「レベル７」の事故を起こし，大量の放射性物質を拡散した。事

故を起こした４号機は，溶融核燃料がある原子炉建屋ごとコンクリート製の

構造物と鋼鉄製シェルターで覆って放射性物質の飛散を防いでいる。同原発

１～３号機は２０００年までに運転を停止しているが，約２万本ある使用済

み核燃料の管理も必要な状態だった。その後，同原発を訪れたＩＡＥＡのグ

ロッシ事務局長は，「危険な制圧によって事故を引き起こす恐れを高めた」と

ロシアを非難した。 

２ ザポリージャ原発 

同年３月４日未明，ロシア軍は，ヨーロッパ最大級のザポリージャ原発を攻

撃し，同原発を占拠した。１～６号機(いずれも出力１００万ｋＷ)の内，２

～４号機が運転中だった。同原発のゲート付近に到達したロシア側の車両に

ウクライナ側の警備隊からと見られる砲撃が命中して炎上し，それが合図と

なったかのように，車列から無数の砲弾が訓練施設の方へ一斉に放たれた。

砲弾やロケット弾のようなものが続けざまに打ち込まれ，原発の目前で交戦

状態となった。発電所に電力を供給する送電線用とみられる鉄塔にも砲撃が

命中し，激しい火花が上がる。６基の原子炉建屋などの方に向けた砲撃後，

建屋方面から白っぽい煙が流れてくる。車両から降りた兵士がロケットラン

チャーとみられる武器を管理棟に向けて発射し，花火が飛び散る。同原発を

運営するエネルゴアトムなどによると，ロシア軍の攻撃によって，１号機原

子炉建屋が損傷したほか，６号機の変圧設備が破壊され，使用済み核燃料貯
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蔵設備の区画にも砲弾が２発命中。同原発職員が攻撃後に公開した動画には，

２号機付近の建物の天井に穴が空き，金属製の梁が損傷，廊下に砲弾が落下

している様子も写っていた。長崎大の鈴木達治郎教授は，「重要な設備が損傷

したり，運転員が負傷したりして破滅的な事故に進展する可能性はあった。

幸運にも大きな被害がなかったに過ぎない。」「原発が抱えていた潜在的なリ

スクが現実のものになってしまった」とコメントした。 

３ ジュネーブ条約違反 

   ジュネーブ条約第１追加議定書５６条では，住民に重大な被害を及ぼす原発

への攻撃は禁じられているが，ジュネーブ条約の締約国であるロシアが，こ

のジュネーブ条約に違反した。 

第３ ロシアの原発攻撃を受けた知事の動き 

１ 福井県知事(甲７６８) 

２０２２年３月８日，福井県の杉本知事は，岸防衛相を訪問し，全国最多の  

１５基の原発が立地する福井県では，地域住民が今回の武力攻撃で大きな不

安を抱いているとして，自衛隊による迎撃体制に万全を期すことや，原発が

集中立地している嶺南地域への自衛隊配備を実現することなどを求めた。 

２ 全国知事会(甲７６９) 

同年３月３０日，全国知事会は，武力攻撃は，日本でも原発の周辺住民に大

きな不安を与えるものであり，断じて容認できないとした上で，原発への武

力攻撃などが懸念される事態では，国民保護法に基づき国が迅速に運転の停

止を命じることや，緊急を要する場合には事業者が命令を待たずに運転を停

止することなどを改めて徹底要請するよう求めた緊急要請を磯崎官房副長官

に手渡した。 

３ 疑問 

知事らの上記要請に従えば，原発に対する武力攻撃の危険を除去できるのだ

ろうか。答えは明らかに「否」である。 

第４ 原発への武力攻撃による危険を除去する方策なし 

１ 原子力規制委員会の更田委員長の発言 

原子力規制委員会の更田委員長は，次のとおり発言した。 

（１）２０２２年３月９日衆議院経済産業委員会(甲７７０) 

「先程お答えしましたように，テロに対する対策(テロリストの侵入防
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止，意図的な航空機の落下に伴う影響緩和)は講じておりますけれども，

二国間の紛争による武力攻撃のようなものは，審査等においても想定

しておりませんので，対策を要求しておりません。そして，今回，ウ

クライナで起きたような制御室の占拠でありますけれども，日本の原

子力発電所は，制御室が占拠された場合でも，制御室の外から原子炉

を停止させたり，冷却，安定化させるための設備は設けておりますけ

れども，武力攻撃によって占拠された場合というのは，コントロール

全体を握られる訳ですので，その後の事態というのはどのような事態

も避けられるものではないというふうに認識をしています」 

「先程お答えしましたように，所謂二国間の紛争による武力攻撃は，

審査等で設計に要求をしたり，想定をして検討していませんので，ミ

サイルの直撃を受けたときに，特にこういった武力攻撃の時に懸念し

なきゃならないのは，事故以前に，元々蓄えられている放射性物質が

攻撃自体によってまき散らされてしまうことですので，こういったこ

とは現在の設備で避けられるものとは考えていません」 

（２） ２０２２年３月１１日参議院災害対策特別委員会(甲７７１) 

「原子力施設の設計であるとかその使い方，運用の仕方等について，

原子力規制委員会はそれが適正なものであるかどうか審査をしており

ますけれども，その審査や確認の中で武力攻撃を想定しているわけで

はありません。従いまして，武力攻撃に対する備えといったものを要

求しているわけではございません」 

「原子力規制委員会は，所謂民生用の機器としての原子力施設に対す

る規制を行っておりますので，二国間の紛争に伴うような武力攻撃と

いうものを審査の想定等々しておりません。また，一般論ですけれど

も，武力攻撃における想定として考えられるものとして，武力攻撃を

受けたとしても原子力施設は核爆発のような被害をもたらすわけでは

ありませんけれども，環境に影響を及ぼす放射性物質を沢山内包して

いますので，その閉じ込めが失われれば非常に著しい環境汚染のよう

なものを引き起こすというふうに一般論としては考えております」 

「繰り返しになりますが，原子力規制委員会の原子力施設に対する要

求に武力攻撃に対する対応は含まれておりませんし，また審査の中で
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検討しておりませんので，その対応について申し上げることは出来ま

せん」 

「まず，私の答弁が不安を呼んでいるということにつきましては，こ

れは当然のことであろうと思っています。実際に不安が生じるべきこ

とに安心して下さいというふうに申し上げるつもりはありませんので，

不安を呼ぶのは，またこれは当然のことであろうと思います。その上

で，原子力施設にミサイルが着弾をした時，これはもう，正にミサイ

ルの威力によりますので，検討しているわけではないので具体的にど

ういう事態というふうにお答えすることは難しいですが，先程既にお

答えしたように，原子力施設には環境に飛び散ってしまっては困る放

射性物質が貯蔵されていますので，その閉じ込めが失われれば，大き

な影響が出るということは避けられないというふうに考えておりま

す」 

「強力なミサイルが着弾するというようなことを前提に考えますと，

原子力施設が運転しているか停止しているかというのは殆ど差があり

ません。そこに放射性物質がある限り，強力なミサイルが着弾をした

らば被害を呼びます。従って，対策は，放射性物質の全てを地中深く

に埋めるといったような対策以外は，強力なミサイルの着弾を前提と

した対策としてなかなか考えることは難しいです」 

（３） ２０２２年３月１６日原子力規制委員会記者会見(甲７７２) 

「紛争の場合，例えばテロだと閉じ込めが突破されるということを恐

れるわけですけど，武力攻撃だと，さらに，ミサイルみたいな爆発力

を持ったものが飛んでくると，自発的にというか，能動的に飛び散ら

す威力を持っている訳なので，そういったものによって，そういった

ものの攻撃を受けてしまうと，放射性物質が，ただ単に蓋が開いて出

ていくのではなくて，飛散させられてしまうというところがあるので，

現実的に考えて，一番大きな脅威というか，危険は，そういった爆発

力によって放射性物質が飛散されるというのが，一番被害が大きくな

るケースだというふうに思っています」 

「既に国会でもお答えをしていますけれども，停止したら直ちに危険

度が下がるというものではないです。そんなに大きく変わるわけでは
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ない。だから，武力攻撃事態を受けて，当然そこで働いておられる方々

や運転に関わる注意を別の方へ振り向ける必要もあるので，停止はメ

リットがある。メリットはあるけれど，停止したからすぐにリスクが

下がるというものではないです。何故なら，武力攻撃というのは，先

程申し上げたように，運んでこられる爆発力によって放射性物質が飛

散されてしまうことを恐れるものなので，停止したからすぐ脅威が去

ったということでは決してないです」 

２ 「どんな安全対策でも無力」 

上記１の更田委員長の発言からいえることは，原発に対する武力攻撃の危険

は原子力規制委員会の審査対象となっておらず，原発に対する武力攻撃を防

ぐための有効な方策はなく，原発が武力攻撃を受けた場合には原発内の放射

性物質が周囲に飛散し甚大な被害をもたらすということである。 

２０２２年５月１３日，山口原子力防災担当相は，「ミサイルが飛んできて，

それを防げる原発は世界に１基もない」「戦争が起こらないように外交上の努

力を強めることが最大のポイントだ」と明言しているとおり，「原発への武力

攻撃にはどんな安全対策も無力」というのが一致した意見なのである(甲７７

３)。 

第５ 原発への武力攻撃の危険 

１ ロシア 

（１）非友好国リスト(甲７７４) 

２０２２年３月７日，ロシアは，ロシアの軍事侵攻に対する制裁への報

復として，日本を含む４８の国と地域を非友好国リストに載せた。ロシ

アの我が国に対する敵対的な対応が懸念される。 

（２）ロシア下院副議長の発言(甲７７５) 

２０２２年４月１日，ロシア下院副議長は，「北海道の権利はロシアにあ

る」とツイートし，更に「日本の政治家が，第二次世界大戦の教訓と関

東軍の運命を完全に忘れていないことを望んでいる。さもなければ記憶

を新たにせざるを得なくなるだろう」と警告した。 

（３）ロシアが北海道に攻めてこないという保証はない(甲７７６) 

     ２０２２年５月１８日，自由民主党の麻生副総裁は，岸田派のパーティ

で挨拶し，「あからさまな武力による侵攻がロシアによって，隣国のウク
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ライナに行われている。ロシアの西の隣はウクライナだが，東の隣は北

海道だ。ロシアが西には行くが，東には行かないという保証はない。こ

れが現実だ」と述べた。 

２ 中国とロシア (甲７７７) 

２０２１年１０月１８日，中国海軍の最新鋭のレンハイ級ミサイル駆逐艦な

ど５隻と，ロシア海軍の駆逐艦など５隻の，合計１０隻の軍艦が，津軽海峡

を同時に通過した。 

３ 北朝鮮(甲７７８) 

１９９３年以来，北朝鮮は，連続してミサイルを発射しており，日本列島を

飛んだものもある。その技術は高度化しており，我が国の防衛省の２０２０

年版防衛白書は，「近年，北朝鮮はミサイル関連技術の高度化を図ってきてお

り，２０１９年５月以降，発射を繰り返している新型と推定される３種類の

短距離弾道ミサイルは，固体燃料を使用して通常の弾道ミサイルよりも低空

で飛翔するといった特徴があり，発射の兆候把握や早期探知を困難にさせる

ことなどを通じて，ミサイル防衛網を突破することを企図していると考えら

れる。このような高度化された技術がより射程の長いミサイルに応用される

ことも懸念される」と指摘した上，「北朝鮮の軍事動向は，我が国の安全に対

する重大かつ差し迫った脅威」であるとしている。 

第６ 結論 

以上述べたところから明らかなように，原発への武力攻撃による危険を除去

する方策はなく，原発への武力攻撃の危険は現実に存在する。従って，原発

への武力攻撃による具体的危険が認められ，そのような原発は明らかに公益

に反する存在であるといわなければならない。このような不合理極まりない

危険について，上岡直見氏は，「日本の核施設武力攻撃リスク評価解説」(甲

７７９)で，「対立国家の核兵器を国内に誘致し起爆スイッチを相手に預けて

いる「逆・シェアリング」といってもよい」といっている。 


